
（1）巨大なイノベーション投資と知財

1996年から2005年まで続いた第一期と第二期

の科学技術基本計画に，合計42兆円が投入され

た。2006年から2010年までの第三期では，更に

25兆円の税金が注ぎ込まれる。この延長で，

2011年から第四期がはじまる。このような巨額

資金の科学技術・産業政策を支える基本思想

が，「技術イノベーションで成果が出れば，我

が国企業の国際競争力が高まり雇用を生み出せ

る。」，というサプライ・サイド的発想のリニア

ーモデルであった。

巨額資金が投入された技術イノベーションの

成果として，海外諸国に出願・登録される特許

1．1 知財立国のジレンマとは何か
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ーキテクチャの転換と比較優位のオープン国際分業，そして欧米企業が繰り出すオープン環境の知財
マネージメント，という視点から説明する。巨額の研究開発投資が生み出すハードパワーとしての技
術イノベーションよりも，寧ろこれをオープンなグローバル市場の付加価値へ転換させるソフトパワ
ーとしての知財マネージメント１）が，極めて重要な課題となったのである。本稿では，エレクトロニ
クス企業の事業部長を務めた経験に基づき，その実態について市場の前線に陣取る経営者の視点に立
って紹介する。
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の数は確かに多くなった。また多くの大学が特

許出願と技術移転を競い，少なからぬ社会学者

が特許の質の評価方法を研究し，或いは連名で

出願される特許が，イノベーションを担う研究

者／技術者相互の協業とどのような関係がある

のかを分析し，さらには特許創出のメカニズム

を企業組織の在り方やコミュニケーション論と

関係付けて議論できるまでになった。この意味

で，2002年から取り組む我が国の知財立国政策

は，知的財産の創出という点でなら成功しつつ

あるように見える。

（2）DVDで勝てない

しかしながら我々はここで少し立ち止まり，

1990年代中期以降に我が国企業が経験したビジ

ネス現場の実態を，冷静に考えなければならな

い。例えば，1994年頃から開発が始まった

DVDは，基本技術や製品開発はもとより市場

開拓や国際標準化も全て日本企業が主導し，必

須特許の90％以上を持っている２），３）。この意味

でDVDは，紛れもなく我が国を代表するプロ

ダクト・イノベーションであった。そして確か

に，出荷が始まる1990年代の後半にグローバル

市場で圧倒的な市場シェアを握った。しかしな

がら，その後のDVD装置やDVDディスク媒体

のビジネスでグローバル市場のリーダーとなっ

たのは，必須特許を殆ど持たない韓国企業や台

湾／中国企業である。我が国企業がDVDプレ

イヤーで市場シェアを急落させる様子を図１４）

に示すが，DVDの実ビジネスで残っている我

が国企業はごく僅かに過ぎない。21世紀の

DVD産業に見るこのようなジレンマは，既に

1990年代の後半のCD-ROM装置やCD-R装置で

も顕在化していた５）。さらに言えば，1980年代

後半の据え置き型VTR装置にも見え隠れして

いたのである。

（3）液晶で勝てない

液晶技術も，30年にもおよぶ産学官連携によ

って開発に取り組んだ我が国の代表的な技術イ

ノイベーションである。2005年の４月25日まで

にアメリカで発行された登録特許（25,057件）

を調べてみると，その87.5％を日本企業が占め

ており，韓国の11.1％や台湾の1.4％を遥かに凌

ぐ。日本で登録された特許の98.5％が，日本企

業のものであった。そして確かに，1990年代の

後半までなら，液晶パネルやテレビ等の表示装

置で80％を超えるシェアを持っていた。我が国

が，液晶テクノロジーやプロダクト側のイノベ

ーションで圧倒的な成果を上げたのは間違いな

い事実である。しかしながら図１に示すように，

表示装置として大量普及が始まる1997～1998年

頃から競争力を失い，DVDと全く同じカーブ

を描いてグローバル市場のシェアが急落した。

現在では，僅か10％前後のシェアを持つに過ぎ

ない（大型テレビ用パネルのケース）。ここで

もグローバル市場のビジネス・リーダーは，

DVDと同じように特許数が非常に少ない韓国

や台湾の企業である。知財立国のジレンマが，

液晶関連製品でも観察される。

（4）勝てない事例が他の領域に拡大

太陽光発電システムは，NEDO／産総研と大

学及びそのパートナー企業が生み出した素晴ら

しいテクノロジーであり，プロダクトという視

点でも日本を代表するイノベーションであっ

た。しかしながら，大量普及が始まるタイミン

グの2005年から同じようにグローバル市場で我

が国企業が競争力を失い，液晶パネルや半導体

デバイスと同じ道を辿るという懸念さえ囁かれ

始めた。2007年には，我が国企業がセル／モジ

ュールで市場シェアを約20％まで急落させたか

らである。大量普及の兆しが見えた時点から急

落する姿は，DVDや液晶パネルと全く同じで

あった（図１）。政府の補助金が打ち切られた
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ことでシェアを落としたという説も一部にある

が，少なくとも2008年頃までなら生産量の約

70％を海外へ販売していたので，この説に説得

力はない。

21世紀の省エネ技術と期待される固体照明の

ケースでさえ，類似の兆候が見え隠れする。特

許の数が非常に少ない海外企業の方が，圧倒的

な特許数を誇る日本企業をグローバル市場で追

い詰めるのである。技術力を高め多くの特許を

持っていてもなぜ勝てないのか，という悲痛な

叫びが研究開発の現場から聞こえてくる。巨額

イノベーション投資の成果としての特許が，グ

ローバル市場の国際競争力に結び付いていな

い，という知財立国のジレンマが更に広がって

きた。

これまで述べた身近な事例から明らかなよう

に，たとえ圧倒的な知財力（特許の数と質）を

誇っても我が国企業の競争力が弱体化し，知財

立国の政策とグローバル市場の実ビジネスとの

間で大きな乖離が目立つようになった。我々が

懸念するのは，このような知財立国のジレンマ

が，エレクトロニクス関連以外の多くの産業領

域にまで広がろうとしている事実である。知財

立国の政策と，ビジネスの現場との間に横たわ

るこのジレンマがなぜ生まれるのであろうか。

これを，「製品アーキテクチャ」という視点か

ら分析してみたい。

「製品アーキテクチャ」は製品の設計思想と

定義され，モジュラー型（組み合わせ型）とイ

ンテグラル型（擦り合わせ型）に大別される。

その様子を図２６）に示した。

（1）組み合わせ型（モジュラー型）

組み合わせ型の代表的な例が，パソコンであ

る。例えば，ハードディスクの容量が足りなく

なったときに量販店で買ってきて取り替えて

も，マイクロ・プロセッサーやOSはもとより，

アプリケーション等を再調整する必要はない。

基幹部品モジュール同士の結合公差７）が非常に

広い，即ち相互依存性が殆ど無いので，機能を

アップさせるために技術モジュール（部品）を

入れ替えても何ら問題が起こらない。或いはプ

ラモデルのように，部品を買えば組み立てられ

る。このような特性を持つ製品構造を，モジュ

2．1 製品アーキテクチャのダイナミズム
と知財立国のジレンマ

2 ．知財立国のジレンマを顕在化させ
る産業構造の転換
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ラー型或いは組み合わせ型と呼ぶ。ここではモ

ジュラー型という言い方に統一したい。

相互依存性が殆ど無い部品の単純組み立てで

製品ができるので，技術蓄積の非常に少ない途

上国の企業でさえ，最先端の製品でグローバル

市場へ参入することができる。技術伝播スピ－

ドが従来の10～30倍も速くなる背景がここにあ

ったが，実はこのような経営環境で「知財立国

のジレンマ」が顕在化したのである。

（2）擦り合わせ型（インテグラル型）

一方，擦り合わせ型，或いはインテグラル型

と呼ばれる製品の代表的な事例として内燃機関

の乗用車を挙げることができる。乗用車には，

安全・安心や乗り心地等の機能・性能とこれを

支える車台，エンジン，サスペンション等の部

品で構成されるが，燃費を良くする方策として，

例えば車全体を軽くする設計が考えられる。軽

くするとこれに合わせてサスペンションを変

え，エンジン制御を最適調整し，またトランス

ミッションも再調整しなければならない。しか

しながら，いずれも一つ一つの技術モジュール

相互の結合公差が非常に狭く，ピン・ポイント

で結合されて初めて最適性能が引き出される。

一つの部品を変えると他にも大きな影響を与え

るため，全体調整を再度やり直さなければなら

ない。したがって，技術の全体系を持つ統合型

の企業が市場のリーダーとなる。このような製

品特性を擦り合わせ型と呼ぶ。

上記の燃費以外にも，人命に関わる安全安心

や環境規制に対応する擦り合わせ型の技術体

系，及びエンジンの振動や騒音に対するシャー

シー側の実装技術，或いはエンジンの高温発熱

を冷却／放熱するために必要なシャーシー側の

実装技術が擦り合わせ型である。これらの擦り

合わせ型技術体系が，キャッチアップ型工業国

の企業に対する参入障壁になっていた。擦り合

わせ型なら技術が伝播し難い，と言い換えても

よい。このような製品アーキテクチャ特性を維

持できていたケースでは，「知財立国のジレン

マ」が確かに少ないのである。

しかしながらこれまで，擦り合わせ型なので

安泰，と言われた自動車産業でもモジュラー型

へ転換する兆候が出てきた。電気自動車では，

環境規制・燃費規制はもとより，振動・雑音・

熱等に対処する擦り合わせ技術領域が大幅に縮

小する。また製品設計の深部にデジタル技術が

介在しやすいので，基幹技術モジュール間で相

互依存性が弱まり，エレクトロニクス産業と同

じようにモジュラー型へ転換し易い。事実，欧
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米企業や中国企業は，パソコンや携帯電話，

DVDや液晶テレビ産業などで普及したEMS

（Electronic Manufacturing Service）による組

立製造を，電気自動車でも当たり前のように検

討している。

（3）製品アーキテクチャと産業構造の転換

製品アーキテクチャがモジュラー型へダイナ

ミックに変わる産業構造は，1980年頃のカラー

テレビでも顕在化していた。その様子を図３の

左上で示すが，当時はまだデジタル技術が製品

設計の深部に介在していないので，技術モジュ

ール相互の結合公差が非常に狭い。従って技術

伝播が起き難く，日本企業が自らの意思で技術

移転をコントロールすることができた。このよ

うなケースでは，知財立国のジレンマは確かに

起きにくかった。特許の質も数も，日本企業の

国際競争力に直結し易かったのである。

しかしながら，製品設計にマイコンとこれを

動かすファームウエア（組み込みソフト）が深

く介在する1990年代の中期から，エレクトロニ

クス産業の全ての領域でデジタル化が進み５），８），

技術モジュールの結合公差が飛躍的に広がって

瞬時に技術伝播が始まる。ここから我が国企業

は，例外なく市場撤退への道を歩んだ。基礎研

究から商品化に至る多くの技術体系を自ら生み

出し，圧倒的な特許の数や質を誇っても，これ

が数パーセントのコストダウン効果に寄与する

だけとなったからである。伝統的な垂直統合型

のイノベーション組織能力が経済合理性を失っ

た，と言い換えても良い。

我が国企業に代わってグローバル市場を席巻

したのが，それまで技術力や知財力で劣勢の

NIES/BRICs諸国企業だったのは言うまでもな

い。その後デジタル技術が多くの製品設計で不

可欠のものとなり，一部の製品分野に留まって

いた知財立国のジレンマが，エレクトロニクス

産業の全ての製品領域まで拡大した。

現在では，エレクトロニクス以外の多くの産

業領域でも知財立国のジレンマが散見される。

例えば，低価格帯のオフィス用複合機（約10万

円クラスのA4複合機）でもその兆候が顕在化

している。典型的な擦り合わせ型のブラックボ

ックス製品であって，圧倒的な知財力を誇った

この製品領域でさえ，我が国企業の国際競争力

が韓国企業の登場によって短期間で市場シェア

を落としている。その他，液晶用カラーフィル

ターやセラミック・コンデンサー等，擦り合わ

せ型・クローズド垂直統合型なので安泰，と言

われた基幹部品や材料でさえ例外ではなくなっ

た。長期にわたるイノベーション投資の成果と

しての特許の質も数も，国際競争力に寄与し難

くなったのである。

（4）環境・エネルギー産業も例外ではない

オバマ政権が発足してから，アメリカ政府が

グリーン・ニューディール政策を強力に推進

し，産業構造を図３の右側（オープン国際分業

型）へ急速にシフトさせようとしている。この

延長で比較優位のオープン国際分業９）が必ず生

まれ，市場が10～30倍のスピードで拡大するの

で，地球規模の温暖化防止が短期間に実現する

ためである。図３の右側のオープン国際分業型

がアメリカの得意技であり，勝ちパターンを構

築し易い経営環境なのは言うまでもない。

我が国も，2008年の洞爺湖サミットで2050年

のCO2半減を宣言し，鳩山政権になってまずは

25％の削減をアナウンスした。環境・エネルギ

ー分野の産業に多額の投資がされ，多くの特許

が環境対応型技術や環境対応型製品，環境対応

型システムで生まれるはずだが，ここでも同じ

ように古典的リニアーモデルで巨額の国税が投

入さるのであれば，知財立国のジレンマを繰り

返して図１の姿が再現する。従って，巨額の技

術イノベーション投資が我が国の雇用に寄与す

る度合いも，限定的になると言わざるを得な
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い。

（1）これまでの知財環境

1970年代から興隆した特許のクロスライセン

スは，少数の大手企業同士が知財コストをでき

るだけ低くし，同時にまた高い参入障壁を合法

的に作って新規参入を排除する，という点で非

常に効果的であった。これが成立する要件は，

図３の左側（クローズド垂直統合型）に示すよ

うに製品アーキテクチャが擦り合わせ型であっ

て技術伝播が起き難く，或いは技術移転を自ら

の事業戦略としてコントロールできることが前

提となる。従って，技術の全体系を持って先行

するフルセット統合型の大規模企業だけが，ク

ロスライセンスの恩恵を最も効果的に受けるこ

とができた。このような経営環境では，確かに

我が国企業がグローバル市場で競争力を持つこ

とができたのであり，知財立国のジレンマも顕

在化していない。しかしながらこのような経営

環境も，1990年代の後半から一変する。

一般に，材料や部品等は単純明快な物質特許

2．2 技術伝播と知財立国のジレンマ

と製法特許で構成され，特許の質と数が企業収

益に直結し易い。知財を独占し易く，クロスラ

イセンスを必ずしも必要としないためである。

或いは必要であっても，非常に有利な条件にで

きるからである。1930～1940年代のナイロンで

も現在の永久磁石でも，この事実に変わりはな

い。

（2）我が国が直面する21世紀の知財環境

1994年頃から開発が始まったDVDは，材料

からプロセス型部品，メカトロニクスとその制

御，及びソフトウエアやネットワークに至る多

様で複合的な技術体系で構成され，2,000件以

上の必須特許で構成される（2008年末の段階）。

従って，たとえフルセット垂直統合型の巨大企

業であっても，全ての知的財産を独占すること

は不可能である。またたとえ統合型の大規模企

業であっても，１社で生み出す特許が製品を構

成する必須特許全体の30％を超えることさえ希

であり，何らかの形のクロスライセンスが必ず

必要となる。

オープン環境で国際標準化される製品の多く
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のケースで，パテントプール政策が採られる。

しかしながら国際標準化は，技術モジュールの

インタフェースがオープン標準化され，結合公

差もオープンになるので，基幹部品が大量に流

通する。従って，市場参入障壁が非常に低く，

たとえ知財を全く持っていないキャッチアップ

型の企業であっても市場に参入することが可能

になる。このような経営環境では，パテントプ

ールの中のクロスライセンスが全く別の作用を

持ってしまう。

例えば，オープン型の国際標準化が創るビジ

ネス環境では，RAND（Reasonable And Non-

Discriminatory）10）によって，業界で常識とさ

れる対価を支払えば知財を自由に活用すること

ができる。一方，多くのケースで知財コストが

工場出荷額の10％以下，場合によっては大量普

及を優先させて３～５％に抑えられている。従

って，対価を支払って特許を自由に使えるので

あれば，たとえ長期に亘って営営と続けた研究

開発投資が，必須特許の30％という圧倒的な知

財力を生み出したとしても，これが製品コスト

を僅か１～３％だけ下げる効果しか持てないよ

うになったのである。

国際標準化の基本精神は，原則として技術を

誰にでも自由に使わせて低コスト化を図ること

を目的とする。この意味で大量普及に向けたア

クセルである。一方，知的財産とは自由に使う

ことを制限するブレーキであり，利益の源泉と

市場支配力がカプセルされている。しかしなが

ら，我々がグローバル・ビジネスの現場で目に

する光景は，パテントプールやクロスライセン

スによって，知財力がトータルなビジネス・コ

ストのわずか１～３％を節約するだけに過ぎな

い，という現実である。この意味でブレーキと

しての機能が弱体化してしまった。毎年のよう

に売上高の５～10％に及ぶ研究開発費を投入し

た成果としての知的財産，及び営営と蓄積する

工場のものづくりノウハウさえも，利益の源泉

構築や市場支配の経営ツールではなくなった。

これが21世紀の我が国企業が直面する知財環

境であり，パテントプ－ルやクロスライセンス

は，特許の数や質が本質的に持っていた力を瞬

時に弱体化させてしまった。その背景が，図３

に示す産業構造の左側（クローズド垂直統合型）

から右側（オープン国際分業型）へのシフトだ

ったのである。製品設計の深部に対するデジタ

ル技術の介在が技術モジュールの結合公差を飛

躍的に拡大させ，国際標準化による公差のオー

プン化が技術伝播／着床スピードを加速させ

る。図１に示す多くの製品領域で，知財立国の

ジレンマが生まれる背景がここにあった。

（3）オープン環境のクロスライセンスが

NIES/BRICs企業を興隆させた

技術とは調達するものであって自ら開発する

ものではないという考え方が，技術蓄積の少な

いNIES/BRICs諸国企業から出てきた11）。その

理由をトータル・ビジネス・コストの視点から

図４で示す。

一般に日本の大手企業は統合型であって，多

くの製品を自らの手で生み出す力を持ってお

り，数多くの特許を出願する。従って，クロス

ライセンスになっても，トータルなビジネス・

コストに占めるロイヤリティーの支払い（ここ

では知財コストと表現）が相対的に小さい。し

かしながら，長期に亘る研究開発投資等でトー

タルコストに占める売上高間接比率（オーバー

ヘッド）が非常に大きいので，高い粗利益率が

確保できる販売価格にしないと研究開発投資を

回収できない。

一方，NIES/BRICsの企業は，これまで研究

開発投資が非常に少なかったが故に知財コスト

が非常に大きくなる。しかしながら，対価を支

払えば知財を使えるようになり，そして知財コ

ストの総額が工場出荷価格の10％以下であるの

なら（通常は５％以下），他のコストを小さく
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することによってNIES/BRICs企業がグローバ

ル市場のトータル・ビジネス・コストで優位に

立てる。

例えば，図４に示す売上高間接費（オーバー

ヘッド）の割合は，NIES/BRICs企業の方が日

本の大手企業より７～20％も低いので12），図４

で示す知財コストと売上高間接費の合計では，

NIES/BRICs企業の方が圧倒的に有利になる。

NIES/BRICs諸国の企業は，図４で表現され

るビジネス・コスト構造の中で更にコスト競争

力を強化するために，製品がコモディティー化

するタイミングで市場参入する。一括大量調達

によって，安価に調達できるためである。例え

ば，出荷台数が10倍多ければ，部品コストが15

～20％も下がる。さらにはサプライチェーン13）

を駆使して在庫リスクを大幅に減らし，またど

の市場（ユーザ層）へ売るかによって品質さえ

も自由自在に変える。品質基準を大幅緩和する

ことによって，部品コストが劇的に安くなるた

めである。彼らにとって品質とは工場が決める

のではなく，ユーザが決めるものなのである14）。

また基礎研究ではなく，ブランドの定着に資金

を集中させる。ブランド力があれば価格を維持

できて高い利益率に直結し，相対的にコスト競

争力が強化されるためである。

（4）特許の質や数から使い方へ

デジタル型製品がグローバル市場で大量普及

するタイミングから日本企業が市場撤退を繰り

返す図１の背後に，即ち知財立国のジレンマが

顕在化した背景に，図４で説明されるトータ

ル・ビジネス・コストのメカニズムがグローバ

ル市場で機能していた。国際標準化で当たり前

となったパテントプールとクロスライセンス

は，DVDや携帯電話という完成品のコストア

ップを防いで大量普及を誘発したが，一方では

伝統的な大規模企業が営営と続けた研究開発投

資の成果としての知的財産の価値が，僅か数％

のコストダウン効果に置き換えられてしまった

のである。ここから古典的なリニアーモデルや

中央研究所方式，フルセット垂直統合型経営等

のキーワードで表現される経営の経済合理性が

崩壊し，結果的に我が国企業の国際競争力が弱

体化した。しかしながらこのような経営現象は

日本だけで起きたのでは決してない。フルセッ

ト垂直統合型の組織能力を持った1980年代のア

メリカ企業にとっても，また1990年代のヨーロ

ッパ企業でも同じであった。

イノベーションの投資効率を論じるこれまで

の論点には，どれ程多くの必須特許が登録され

たかに焦点を当てることが多かった。プロパテ
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ント政策も，特許の数や質という狭い意味で捉

えられがちであった。図３の左側（クローズド

垂直統合型）の産業構造が維持されているので

あれば，確かにこの捉えは現在でも十分に通用

する。しかしながら，多くの領域で産業構造が

急速に図３の右側（オープン国際分業型）へシ

フトしているのであれば，特許の数や質を中心

にした伝統的な知財管理ではなく，知財をビジ

ネスモデルの中でどのように活用し，これを企

業の国際競争力にどう寄与させるかに注力す

る，ソフトパワーとしての知財マネージメント

が必要になる。

国際標準化とは，多くの国の人々が利用でき

るようにするアクセルである。一方，知的財産

とは，使わせることを禁じたり，或いは使わせ

ることに条件を付けるブレーキである。しかし

ながら，知財コストを下げることで大量普及を

優先させたパテントプールが，結果的に知的財

産が持つブレーキの機能を消失させ，いわゆる

市場利用のためのコストが非常に低い経営環境

をグローバル市場に創りだした。

1991年にノーベル経済学賞を受賞したロナル

ド・コースは，企業が存在する本質を分析する

枠組みとして取引コストという概念を導入し

た16）。また，オリバー・ウイリアムソンは，取

引コストを多様な企業間／企業内取引形態の説

明へと拡張し，2009年にノーベル経済学賞を受

賞した 1 7）。取引コスト（市場利用コスト）

（Transaction Cost）は市場を利用することで

発生するコスト（費用）とも呼ばれる。一義的

には取引に伴う交渉や契約の費用であり，知的

財産関連の費用もここに含まれる。取引を進め

る上での情報量の多寡によって発生する費用，

3．1 産業構造の転換と市場利用コスト

3 ．欧米企業が完成させたオープン環
境の知財マネージメント15）

また意図的な事実の歪曲や伏せを知るための費

用もここに含まれる。したがって取引を内部で

行える大規模企業ほど経済合理性を持つと言わ

れてきた18）。

ウイリアムソンの研究の背後には，フルセッ

ト垂直統合型の企業制度を追求して取引コスト

を全て内部化する，という1970年代までのアメ

リカ企業の姿があった。1970年代までのアメリ

カでは，図３の左側（クローズド垂直統合型）

に位置取りされる経営環境が，暗黙の前提とな

っていたのである。

しかしながらアメリカは，1970年代の２度に

亘る石油危機で長期のインフレと大量失業に見

舞われ，既存の産業政策を一変させざるを得な

かった。そこで1980年代の初期からオープン標

準化を促す産業政策を次々に打ち出し，産業構

造を転換させながらパソコンやデジタル・ネッ

トワーク型の産業を発展させた。歴史の巡り合

わせで興隆したデジタル技術が，実は1970年代

からアメリカで興隆した経営思想としてのモジ

ュラー化や産業政策としてのオープン化と極め

て相性が良かったからである。

戦後20年以上にわたって経済成長を続けたヨ

ーロッパも，1970年代の２度にわたる石油危機

によって長期のインフレと大量失業に見舞わ

れ，既存の経済システムが機能しなくなった。

ここからシュンペータ反革命ともいうべき「小

さな政府」運動が興隆し19），サッチャー政権

（1979年）やミッテラン政権の誕生（1981年）

と共に現実の政治で具体化された。例えば，

1982年にスタートしたデジタル携帯電話システ

ムをオープン標準化する活動が，統合型の通信

事業会社の独占体制を切り崩す産業政策に位置

付けられていたのである。

デジタル技術の興隆とオープン化政策との重

畳が，企業間分業や比較優位の国際分業を加速

させ，10～30倍の巨大市場さえ瞬時に生みだす

までになった。これが図３の右側（オープン国
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際分業型）に位置取りされる経営環境である。

これらの経済思想や経営思想の延長で，国際標

準化が当たり前のように取り込まれ，パテント

プール制度が興隆する。しかし，これが結果的

にフルセット垂直統合型の企業制度を崩壊さ

せ，取引コストが非常に小さい（ゼロに近い）

市場，即ち内製せずに外部供給者から調達して

も，製品仕様の擦り合わせコストや検査コスト，

契約コスト，調達コストなどがほとんど必要と

しない市場を，21世紀のグローバル市場に創り

出した。アダム・スミスやデーヴィッド・リカ

ード，そして1910年代のシュンペータが想定し

た経済環境20）が再現されたのである。

このような経営環境に直面した1980～1990年

代の欧米企業は，大量普及と圧倒的な市場支配

力を同時に実現させる仕組み作りとしてのビジ

ネスモデル，及びこれを支える知財マネージメ

ントを完成させていた。その神髄は，まずオー

プンな企業間分業，或いは国際分業のサプライ

チェーンの特定セグメントで知的財産を独占化

するが，同時にオープン化するインタフェース

やプロトコルにもブラックボックス領域と同じ

ように知財を刷り込ませて差止請求権を持つ。

或いは，知財権を主張させない仕組みを徹底さ

せる。その上でさらに，知財権と契約行為の組

み合せによって，技術進化（技術改版権）を主

導・独占できるようにしていたのである。

その代表的な事例が，パソコン産業における

マイクロソフトとインテルであり，インターネ

ット産業のシスコシステムズであり，そして携

帯電話産業におけるノキア等の欧州GSM

（Global System for Mobile communications）

陣営であった。最新の研究成果21）を踏まえなが

ら以下に代表的な事例を紹介したい。

IBMが，オープン環境のパソコン・ビジネス

3．2 アメリカ・パソコン産業の事例：オ
ープン環境の中の技術改版権の独占

から撤退への道を歩んだ大きな理由として，基

幹部品を内製せずに全て外部から調達したこと

が原因だった，とこれまで言われ続けてきた。

しかしながらこれは，図３の左側（クローズド

垂直統合型）に立つ経営思想から来る見解であ

って，実ビジネスの実態に対する認識を欠いて

いる。パソコン産業が置かれた図３の右側（オ

ープン国際分業型）の経営環境を念頭に分析す

れば，オープン環境で技術を進化させる権利

（技術改版権22））を当時のIBMが独占できなか

ったという，知財マネージメントの失敗が主た

る原因だったのである。

その背景にあったのは，当時のIBMがクロー

ズド垂直統合型の知財思想のままで図３の右側

（オープン国際分業型）の経営環境へ対処した

ためであった。オープン環境の標準化によって

付加価値が完成品としてのパソコンではなく基

幹部品側にシフトし，ここから市場利用コスト

がゼロに近い経営環境が生まれるという歴史的

な転換に，当時のIBMが気付かなかったと考え

られる。IBMは，基幹技術の全てを独自に進化

させることができる圧倒的な技術力を持った企

業であったが，オープン環境の技術進化を独占

できなかった。このような経営環境が，パソコ

ン産業で初めて現れたのである。市場利用コス

トがゼロに近い経営環境で起きたIBMの知財マ

ネージメントの教訓は，その後の多くのデジタ

ル型・ネットワーク型産業に連綿と受け継がれ

ている。

（1）IBMの誤算①：BIOSソースコードの改

版権を独占できない

多種多様なパソコン基幹部品を組み合わせ，

これらの一つ一つを矛盾無く論理的な整合性を

取って動作させる要がBasic Input/Output

SystemとしてのBIOSである。例えば，1984年

当時僅か20MBに過ぎなかったハードディスク

の容量が，その後60MB/120MBへ飛躍させる
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技術が開発されても，図５で示すようにBIOS

のソースコードを書き換えないと，パソコンは

これを20MB容量のハードディスクとしか認識

できない。従って，もしBIOSの改版権がIBM

によって独占されていたなら，IBMだけが自ら

の内部ロードマップによってハードディスクの

記録容量を進化できたであろう。そしてIBMは，

パソコンのビジネスで圧倒的な優位性を維持・

拡大できたはずである。しかしながらIBMは，

BIOSの著作権を保持したものの，そのソース

コードを全てオープンにし，結果的にこの延長

で市場利用コスト・ゼロに近い経営環境が創り

だされた。

IBMの誤算は，著作権侵害を認められないほ

ど似て非なるBIOSソフトウエアでもハードデ

ィスク動作の互換性を維持することが可能にな

った点にある。当然のことながら当時のIBMは，

BIOSのソフトウエア著作権について訴訟を繰

り返したが，BIOS専業メーカであるフェニッ

クス社等の製品には著作権侵害が認められなか

った。このような互換BIOSメーカは，「クリー

ンルーム方式」と呼ぶ，いわゆるIBMのソース

コードをまったく参照しない方法でソフトウエ

アを作成していた。初期のBIOSがせいぜい

2,000～2,500ステップという小規模なソフトウ

エアであって，必要とする機能仕様がハードデ

ィスクやパソコン本体側から来る割り込み要求

に対する対応という単純機能だったために，ク

リーンルーム方式による互換ソフトウエアの開

発が十分に可能だったのである。ここから世界

で80社にもおよぶ新興企業がハードディスクの

技術革新に挑み，記録容量が飛躍的に増大した。

そしてIBMやそのパートナー企業であるシーゲ

ート社は，80社が繰り出す技術イノベーション

に勝てなくなった。

当時のIBMがわざわざボード回路図とBIOS

ソースコードを開示したのは，アメリカの著作

権法そのものに理由があったと言われる。国際

的な著作権条約には万国著作権条約とベルヌ条

約があり，当時のアメリカは方式主義を取る前

者に加盟していた。方式主義では著作者や著作

日等を明示したり登録したりする何らかの方式

が著作権主張に必要なので，BIOSの著作権主

張のためには，IBMによる作成の事実を明示す

る必要がある。BIOSのROMのパッケージに

Copy-Rightを書いても，それで著作権を主張

できるかどうかは曖昧だったのである。従って

ソースコードを開示するほうが，たとえ不法コ

ピーされても裁判に勝てるとの判断だったよう

だ。1980年に改定された著作権法で，ソフトウ

エアにも著作権を認めることになったことがこ

の判断を後押ししたが，これを実ビジネスの現

場から見ればソースコードの開示がIBMの致命

傷となった。

BIOS機能の進化を含む全ての改版権をIBM

が独占できないことが分かると，IBM以外の新

興企業が，ハードディスクやプリンター，キー

ボード，ディスプレイ等，全てのコンピュータ

周辺機器で技術進化を主導し始めた。この技術

進化を取り込んだ互換BIOSが，IBM以外のパ

ソコンに大量搭載されて巨大なインストール

ド・ベースが出来上がると，ネットワーク外部

性が強力に作用してIBM互換パソコン市場が一
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気に拡大する。しかしIBM自身のパソコン・ビ

ジネスは，ここから長期衰退への道を歩むこと

になる。

（2）IBMの誤算②：DOSソースコードとプロ

セッサーの改版権を放置

IBMは，マイクロソフトからオペレーティン

グ・システム（DOS）を調達する場合でも，

その改版権を手に入れることができなかった。

1984～1985年頃になると，DOSベースで開発

されたアプリケーション・ソフトウエアが大量

に普及していたので，IBMはDOSと互換性を

持つOSしか市場に出せなかった。ネットワー

ク外部性の効果が市場で非常に大きな力を持ち

始めていたからである。IBMが互換性を持った

OSを開発するには，DOSのソースコード改版

権をマイクロソフトから得なければならない

が，マイクロソフトが断固としてこれを拒絶し

た。従って，圧倒的に優れたIBMのOS/2です

ら，技術力で劣ったマイクロソフトに開発を依

存せざるを得なかったのである。

図３のオープン分業型の産業では，マイクロ

ソフトだけがパソコン・ソフトウエアの進化を

リードできるようになった。完全オープン型の

パソコン産業であっても，サプライチェーンの

一つのセグメントに過ぎない基幹部品としての

DOSで知財を独占していたマイクロソフトが，

ここからソフトウエア産業を支配できるように

なったのである。DOSで知財を独占していた

マイクロソフトが他社とのクロスライセンスを

必要としなかったのは，言うまでもない。

パソコン・ハードウエアの心臓部であるマイ

クロ・プロセッサーについても，IBMはほぼ同

じような経緯を経て技術の進化を主導できなく

なり，インテルだけがパソコンのハードウエア

進化を全てリードするようになった。

マイクロソフトからMS-DOSを調達する初期

の段階で，またインテルのプロセッサー事業へ

資本参加する初期の段階でIBMにも改版権を握

るチャンスがあったが，これを放置した。例え

ば，IBMはマイクロソフトからDOSのライセ

スを受けて他社へ二次ライセンスすることに

も，全く興味を示さなかったという。

しかしながら，標準化が作り出す図３の右側

（オープン国際分業型）のオープン分業型の産

業では，付加価値が完成品ではなく基幹部品に

集中し，基幹部品を進化させる改版権そのもの

が市場支配力を左右する。IBMが改版権を曖昧

に放置したのは，1970～1980年代初期のアメリ

カの知財マネージメントに「オープン環境の技

術改版権」という考え方がまだ無かったためで

あり，そして同時にオープン標準化の世界で付

加価値が基幹部品に集中するという事実４）を，

当時の誰もがビジネスの視点から認識できなか

ったためである。

基幹部品に付加価値が集中するのであれば，

その取引コストを徹底して下げて大量に流通さ

せる事業戦略が必ず生まれる。これが，基幹部

品のインタフェースだけに着目したパソコン産

業のオープン標準化であった。デジタル技術で

あれば，インタフェースの規約の範囲でなら部

品相互の結合公差が無限大になったと同等にな

る。インタフェースにロイヤリティーを設定せ

ずに誰にでも自由に使わせるのであれば，ここ

からパソコン市場の利用コストが激減する。

（3）1980年代のIBMと2000年前後の日本企業

我が国でも，当時のIBMと同じ考えで完成品

のビジネスを進める企業が非常に多い。例えば，

1990年代中期のCD-ROMやCD-R，そして2000

年前後のDVDでビジネスを担った大手企業は，

1980年代初期のIBMと同じく，付加価値が完成

品だけに集中することに疑いを持つことはなか

った。基幹部品のコストを下げるために積極的

に外部に作らせ，或いは技術の伝播を気にせず，

アウトソーシングによって調達する企業が多か
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った。そして日本企業がCD-ROMやCD-R，

DVDでシェアを急落させるスピードは，1980

年代のIBMがパソコン産業でシェアを落すスピ

ードと殆ど同じであった。我が国の大手企業は

IBMと同じように，フルセット垂直統合型の組

織を持っていて，オーバーヘッドが非常に大き

かったためである。

コンピュータの全技術体系を持つフルセット

垂直統合型のIBMに代わって市場のリーダーに

なったのが，コンパックやデル，ゲートウエイ，

パッカードベル等に代表されるキャッチアップ

型のベンチャー企業群であった。CD-ROMや

DVDでグローバル市場の主役に躍り出たのは，

同じキャッチアップ型の韓国・台湾・シンガポ

ールや中国の企業群であった。その背景に横た

わる経営環境と知財マネージメントの誤算が全

く同じだったことも，ここから容易に理解され

るであろう。

巨額イノベーション投資の成果としての特許

がグローバル市場の国際競争力に結び付いてい

ない，という知財立国のジレンマはこのような

メカニズムで起きていた。そしてこれは，我が

国だけに起きたのではなく，アメリカでもヨー

ロッパでも同じように起きていたのである。

1980年代のアメリカ・パソコン業界で生まれ

た競争ルールの変化が21世紀の現在でも繰り返

し現れる普遍的な現象であるなら，これを積極

的に事業戦略へ取り込むこと無くして勝ちパタ

ーンを構築することができない。このような産

業領域が急拡大しているという意味で，オープ

ンなグローバル市場の知財マネージメントが，

技術開発以上に重要となった。

（4）パソコン産業で完成させたインテルの知

財マネージメント

オープン環境の分業型産業で大量普及と高収

益を同時に実現させた企業は，自社の知財で独

占できるセグメントを選んで集中し，そして独

占し，オープン環境に点在する他のセグメント

を支配していた。この代表的な事例が図６に示

すインテルである。この図で取り上げたパソコ

ン用の技術モジュール（マイクロプロセッサー

とチップセット）は，オープン環境にスペクト

ル分散するサプライチェーンの特定セグメント

であり，その内部技術は完全にブラックボック

ス化されて外部に公開されない。そしてブラッ

クボックスに封じ込められた付加価値が，自ら

主導する技術イノベーションと知財マネージメ

ント（強力なポリス・ファンクション23）と訴訟，

及び契約行為等も含む）との連携によって維持

されている。

また選択・集中で独占できたセグメントの中

では，一部を除いてクロスライセンスが採用さ

れていない。たとえ採用されていても，不平等

なクロスライセンスになっているといわれる。

インテルは，パソコンという完全オープンに見

えた産業構造の中の特定セグメントで知財を独

占し，また知財と組み合わせた契約によって技

術進化の方向を主導していたのである。言い換

えれば，図３の右側（オープン国際分業型）に

位置取りされる経営環境であっても，図３の左

側（クローズド垂直統合型）の経営環境が局所

的に構築されていた。これがインテルのビジネ

スモデルであり，これを支えたのが技術の進化

の方向をリードするための独創的な知財マネー

ジメントであった。

図６に示す構図は，マイクロソフトのOSや

携帯電話産業に見るクアルコムのチップセット

でも全く同じであった。またインターネット産

業に見るシスコシステムズでも，全く同じだっ

たのである。そして古典的なリニアーモデルや

垂直統合型等の経済合理性が，この局所領域で

なら確かに機能していた。

どのような製品でも，オープン環境で国際標

準化されれば，グローバル市場に巨大なサプラ

イチェーンが生まれる。また21世紀の多くの製
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品で，特定の企業はもとより特定の国だけで，

全ての特許を独占するのは不可能である。しか

しながら，オープンな産業構造を詳しく観察す

ると，大量普及と高収益の同時実現に成功した

ケースでは，明らかにサプライチェーンの特定

セグメントで技術の改版権が独占されていたの

であり，クロスライセンスを徹底して避ける知

財マネージメントが採られていたのである。当

然のことながら，ここでは知財立国のジレンマ

が観察されない。

ヨーロッパの携帯電話システムは，図７に示

すように携帯電話端末，ベースステーション

（無線基地局：BSC），交換機，そしてゲートウ

エイで構成される。デジタル型の他の製品と同

じく，オープン環境で標準化されたこの携帯電

話システムも，産業構造がすぐ比較優位の国際

分業へ転換した。

我々がポケットやハンドバックに入れて持ち

運ぶ携帯端末から，基幹ネットワーク・システ

ムを介して送る情報の全ての伝達を担うのがプ

ロトコルである。ヨーロッパのGSM陣営はプ

3．3 ヨーロッパ携帯電話の事例：オープ
ンネットワークの中のブラックボッ
クス化

ロトコルを誰にでも使わせる，即ち市場利用コ

ストをゼロと思わせるビジネス環境を提案して

いたが，同時に多数の知的財産を散りばめてい

て，GSM陣営の欧州電気通信標準化機構

（ ETSI： European Telecommunication

Standards Institute）が実質的にプロトコルの

進化・改版権を独占していた。このプロトコル

を改版してサービス機能向上や技術イノベーシ

ョンを繰り返せば，ベースステーションを握る

企業が市場支配力を持つ。携帯端末の接続性を

支配するのが，ベースステーションだからであ

る。実はこのベースステーションが，オープン

標準化されないブラックボックス領域となって

いた。従って，同じヨーロッパ企業であっても，

ブラックボックスとしてのベースステーション

を支配する企業だけが携帯端末のビジネスで優

位に立てた。

（1）国際標準化の中のブラックボックスと知

財マネージメント

ヨーロッパのGSM携帯電話システムが国際

標準化された最初の規格書は，6,374ページと

いう膨大なものである。これを技術セグメント

別に分けて表１24）に示した。表１では携帯端末

や基地局（ベースステーション），交換機等の

規格をページ数で表現しているが，非常に特徴

的な事実として次の２つを挙げることができ

る。

第１の特徴は，携帯端末に関するページ数が

3,029ページと圧倒的に多く，表１で示す全シ

ステムの半数（47.5％）も占めている事実であ

る。しかも，端末を構成するモジュール自身の

内部規格も688ページと非常に多い。

第２の特徴は，無線基地局（ベースステーシ

ョン）や基地局制御装置（ベースステーショ

ン・コントローラ：図７のBSC）の内部構造に

関する規格が１ページも無かった，という表１

の事実である。基地局やBSCの内部構造に関す
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る規格をブラックボックス化する一方で，携帯

電話端末の内部構造を完全オープン化しなが

ら，低コスト大量普及の役割を担わせていたの

である。

ヨーロッパの携帯電話システムは，このよう

なグランド・デザインの下で，全てのプロトコ

ルの進化を独占していたのである。これがデジ

タル携帯電話に見るヨーロッパGSM陣営の知

財マネージメントであった。

（2）オープン市場支配のメカニズムと知財マ

ネージメント

ヨーロッパGSM方式は，大量普及がはじま

る1995年頃から毎年のようにプロトコルを進

化・改版させた。常に主導権を握りながら，大

量普及と市場支配を同時に実現させるメカニズ

ムを強化させていったのである。この改版を主

導したのが，ヨーロッパ全体で携帯電話の標準

化を担う機関としてのETSIであった。圧倒的

な市場シェアを持つノキアやエリクソン，ジー

メンス等が，その背後で技術の方向性を主導し

たのは言うまでもない。

例えば1992年のサービス開始から３年後の

1995年に，まずプロトコルがGSM Phase2へと

改版されてデータ通信機能が付与された。また

1996年にはGSM Phase2＋Release ’96（HSCC）

へ，年間出荷台数が5,000万台になる1997年に

はGSM Phase2＋Release ’97（GPRS）へ，そ
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して１億台に近づく1998年にはGSM Phase2＋

Release ’98（EDGE）という第二世代と第三

世代を共存させるためのプロトコルへと進化さ

せた。

プロトコルは必ず既存のものと互換性を維持

して進化させるので，最初のプロトコルに知的

財産を持てば常に進化の方向を主導することが

できる。たとえヨーロッパ以外の国の企業が圧

倒的に優れた新規サービスを提供しても，これ

が非互換のプロトコルであれば，すでに巨大な

インストールド・ベースに育っていてネットワ

ーク外部性が強力に働くヨーロッパ市場に参入

することができない。このメカニズムは，3. 2

節（2）で述べたマイクロソフトのDOSとIBM

のOS/2との関係でも同じであった。

1980年代のアメリカやヨーロッパで生み出さ

れたオープン環境の知財マネージメントは，そ

の後も多くの企業に継承されて多様に進化し

た。1990年代の後半初期から，人材と一緒に

NIES/BRICs諸国にも伝わった。しかしながら，

この知財マネージメントが，国際分業化やサプ

ライチェーンのオープン化という産業構造の大

転換を前提に生み出されたためか，伝統的な垂

直統合型が圧倒的に多い日本企業に，これを実

ビジネスに取り込む事例は少なかった。そして，

巨額イノベーション投資の成果としての特許

が，グローバル市場の国際競争力に結び付かな

い知財立国のジレンマが，図３の右側（オープ

ン国際分業型）にシフトした経営環境で何度も

繰り返された。

知財立国のジレンマから抜け出すには，「特

許の質や数を中心にした伝統的な知財管理」で

はなく，知財をビジネスモデルの中でどのよう

4．1 知財立国のジレンマから抜け出す人
材の育成

4 ．おわりに

に活用しこれを企業の国際競争力にどう寄与さ

せるかに注力する，ソフトパワーとしての知財

マネージメントが必要になる。そのためには知

財やライセンス契約の専門家である知財スタッ

フが，まず自社の置かれた経営環境の位置取り

を図３の構図の中で見定めなければならない。

その上で更に，担当する製品が図３右側（オ

ープン国際分業型）のビジネス環境にシフトす

るか否かの判断も極めて重要になる。もしシフ

トするのであれば，圧倒的な特許の数がせいぜ

い数％のコストダウン効果に還元されるという

図４の現実を冷静に受け入れた上で，ターゲッ

ト市場，製品コンセプト，国際標準化，製品開

発製造などから事業戦略を事前設計しなければ

ならない。

図３の右側（オープン国際分業型）へシフト

させないための知財マネージメントを製品開発

の初期の段階から事前設計するのも，知財スタ

ッフが取り組むべき極めて重要な仕事であるの

は言うまでもない。

以上のように，単に自社や競合他社の特許情

報を分析できるだけでなく，或いは知財ライセ

ンス契約の知識を持つだけでなく，知財スタッ

フが自ら事業環境に対する広い視野を持ってビ

ジネスモデル策定の中心的役割を果たすことが

必要である。これによってはじめて知財立国の

ジレンマから脱出できる。そのためには，知財

スタッフが常に製品開発部門や国際標準化部門

および事業企画部門と一体になった組織横断型

のタスクフォースを組み，知財マネージメント

を共有していく仕組み作りが必要となる。

また我々は，製品アーキテクチャのモジュラ

ー化がもたらす経営環境の転換が，1980年代の

アメリカやヨーロッパも起きていた事実を理解

しなければならない。当時の彼らは，現在の日

本と同じ経営環境へ引き込まれて塗炭の苦しみ

を強いられた。ここから現在の欧米企業が繰り

出す知財マネージメントが生まれたのである。
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この意味で，知財立国のジレンマから抜け出す

人材の育成には，彼らが完成させた知財マネー

ジメントの事例研究が必要となる。

アメリカやヨーロッパ諸国の企業が完成させ

た知財マネージメントの全体構造を，図８に要

約した。彼らが繰り出す知財マネージメントで

我々が注目しなければならないのは，国際標準

化を経営ツールにしたオープン化のプロセス

で，知的財産を公開しながら大量普及させるも

のの，即ち市場利用コストをゼロに近づけるも

のの知的財産の権利（差止請求権）は決して放

棄されていない，という事実である。そして

Dead Copyは認めるもののReverse Engineer-

ingを絶対に認めず，ネットワーク外部性の効

果を最大限に活用しながら，技術進化の方向

（技術の改版権）を徹底して主導する姿勢であ

った。

特許の数でも質でもなく，特許と技術力だけ

でも決してなく，公的な特許権より遥かに強力

な個別企業相互の契約によって，知財力と技術

力の連携を一段と強化させていた。その上でさ

らにネットワーク外部性等を組み合わせた，複

合的な知財マネージメントが，大きな役割を担

うようになったのである。これが市場支配のメ

カニズムであり，これを背後で支えるのが常に

進化の方向を主導するための知財マネージメン

トであった。そしてここでは，確かに知財立国

のジレンマが観察されていない。

2000年代になって，アメリカ企業は知財マネ

ージメントを更に一段と進化させた。最も典型

的な事例が，オープン・ソース・ソフトウエア

（OSS：Open Source Software）の興隆である。

Linuxに代表されるOSSでは，ソースコードを

全てオープンにし，市場利用コストをゼロにし

て誰でも利用できるようにした（自社の技術領

域の開発者用を除く）。確かにここでは，パテ

ント・トロールが入り込めない。しかしながら

OSSを使った企業は，如何なるケースであって

もOSSを使って開発した技術領域のソースコー

ドを公開しなければならない。新規に開発した

技術領域に差止請求権を設定できないことはも

ちろん，ここに多くのノウハウが封じ込められ

ていたとしても，全てをオープンにして誰にで

も自由に使わせなければならない。しかも，品

質は使う側の自己責任となる。このような知財

環境で，伝統的な我が国企業はどこに利益の源

泉を構築すれば良いのだろうか。

OSSを無視して全てを自ら開発するのであれ

ば，上記の問題で悩むことはない。しかしなが

ら製品開発工数の60～70％がソフトウエアの開

発で占められ，開発コストや開発期間の全てを

4．2 我が国の知財マネージメントが直面
する今後の課題
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左右するようになった。エレクトロニクス産業

以外の自動車産業や事務機械産業ですらソフト

ウエアが製品設計の深部に深く介在するように

なり，開発コストや開発期間がソフトウエアに

大きく依存するようになっている。

もし，我が国以外の競合企業がOSSを巧みに

活用する組織能力を身に付けるのであれば，

我々はOSSを活用しないでどのような勝ちパタ

ーンを構築できるであろうか。多くの企業に直

接インタビューした結果によれば，アメリカの

超大手ソフトウエア関連企業が色々なOSSを提

供し始めたこともあり，やはりコストや開発期

間の大幅短縮でOSSを使う誘惑に抗し難くなっ

ていることが分かった。

最近の話題で言えば，アメリカのグーグルが

アンドロイドと称するソフトウエア（OS）と

開発環境を自由に使わせ始めたが，ここにもネ

ットワーク外部性の効果を活用した最先端の知

財マネージメントが凝縮されている。アンドロ

イド環境で開発しても，ソースコードの全てを

オープン化する義務は必ずしも課せられていな

いようだが，アンドロイドは次々にサービス機

能を進化させて技術の方向を常に主導してい

る。これは，プロトコルの改版（機能・性能ア

ップ）を繰り返した1990年代のヨーロッパ

GSM陣営の姿と同じである。ここではパテン

ト・トロールの心配が回避されるかもしれない

が，サービス機能という付加価値が競争相手の

企業にもオープン化されるという意味で，我が

国企業にとって新たな知財立国のジレンマが待

ち受けている。

一般のOSSにも，またこれを更に進化させた

アンドロイドにも，我が国企業がこれまで全く

経験し得なかった知財マネージメントが深部に

刷り込まれている。IBMなどが提案するエコパ

テント・コモンズの考え方も例外ではない。こ

の意味で我が国企業は，ハードパワーとしての

技術開発以上に，ソフトパワーとしての知財マ

ネージメントが遥かに大きな課題となった。我

が国企業が知財立国のジレンマから抜け出すに

は，ハードパワーと同等以上に，ソフトパワー

を担う人材の育成を急がなければならない。こ

れを強調して本稿を終える。
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のデジタル技術の介在によって要素技術モジュ
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がこの公差をオープンにする。たとえ技術蓄積

が少ないNIES/BRICs諸国の企業であってもこ

こから新規参入企業が市場参入できるようにな

った（図３の右側：オープン国際分業型）とい

う意味で，市場の利用コストが劇的に下がった

のである。国際標準化がもたらす知財コストの

激減も，ここに含まれる。そして中央研究所か

ら販売に至る全ての機能を内部に持つフルセッ

ト垂直統合型（自前主義）の企業（図３の左

側：クローズド垂直統合型）は，経済合理性を

失って市場撤退への道を歩む。

19） フルセット統合型の大企業をイノベーションの

担い手と位置付けた1940年代のシュンペータ思

想に反対する経済思想であり，小さな政府運動
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た。イノベーションに関する1940年代のシュン

ペータの思想は，個人起業家をイノベーション

の担い手と位置付けた1910年代から一変してい

る。

20） アダム・スミスは，特定企業が全てを抱え込む

のでなく専業化・分業化こそ最も効率良く生産

できると主張した。また，たとえその分業構造
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の中で個々の人が自分の利益だけを追求したと

しても，見えざる神の手によって経済システム

が制御される，と主張した。デーヴィッド・リ

カードの比較優位説は，分業化を国内取引から

国際貿易に拡大することで結果的に全体として

の経済効率が上がるという主張である。また
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した。しかしながら1800年代の後半から1970年
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減し，フルセット垂直統合型の経済合理性が崩

壊した。このような経営環境が多種多様なベン
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のシュンペータが想定した経済環境が，まず21

世紀のデジタル・ネットワーク産業で再現され

たが，このような経営環境で知財立国のジレン

マが顕在化したのである。
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